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JSGニュースレター 

個人の給与収入から差し引く必要経費の 

適用範囲及び認定に係る弁法の草案を 

台湾財政部が公表 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

2019年 7月 1日に台湾所得税法第 14条改正草案が立法院を正式通過

し、その後、総統令により 2019 年 7 月 24 日付で第 14 条規定が改正公

布されました。2019 年 1 月 1 日から、給与所得に係る計算について、

給与収入から給与所得特別控除額を控除するか、或いは所定の費用項目

（業務用衣類に係る費用、研修費及び業務用器具に係る支出）に係る支

出額を給与収入から必要経費として差し引くことができるようになりま

した。後者において、項目ごとの申告可能金額は、給与収入の 3%を上

限としています。納税義務者が給与収入から差し引こうとする必要経費
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の合計金額が給与所得特別控除額より少ない場合、給与収入から給与所

得特別控除額を控除後の残額を給与所得とすることになります。 

台湾財政部は、8 月 14 日付で「個人の給与収入から差し引く必要経

費の適用範囲及び認定に係る弁法」の草案を公表し、3 項目の支出に関

し必要経費と認定することができるか否かについて基準を明確に定めま

した。草案に係る主な内容については、下表の通りです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  給与収入から差し引くことができる必要経費に係る規定 

  

項目 適用範囲 

差引可能な必要経費

又は償却に関する 

規定 

1 業 務 用

衣 類 に

係 る 費

用 

 法令により、職務遂行の際

に着用が規定されている制

服等。裁判官が法廷で職務

を遂行する際の制服等 

 雇用主が事業経営を目的と

して、労務を提供する場所

又は労務を提供する際に着

用を要求する衣類。金融

業、航空業、旅客輸送業及

び飲食業等において、雇用

主が従業員に着用を要求す

る衣類等 

 職業上の安全を目的とし

て、着用を必要とする保護

用の衣類。防護服、反射性

の衣類、又は特殊素材のウ

ェットスーツ等 

 演芸、音楽又はスポーツに

関する職業に従事する際

に、着用を必要とする演芸

又は競技専用の衣類。モデ

ルが舞台に立つ際の専用衣

装等 

 衣類の購入、

レンタル、ク

リーニング及

び修繕に係る

費用 



2 教 育 研

修費 

 規定に合致する台湾国内外

の機関が実施しており、職

務上、業務上又は法令によ

り特定の技能又は専門的知

識が必要とされる課程に係

る訓練費用 

 訓練費用（参

加登録費、出

張費及び旅費

を含む）、会

場に直接に関

連する教材

費、実習材料

費、会場費及

び訓練器材・

備品に係る費

用等 

3 業 務 用

器 具 に

係 る 支

出 

 書籍、定期刊行物、業務関

連分野における外国語書

籍、定期刊行物又はデータ

ベース 

 器具 

 職業上必須であり、且

つ専門性を有する職務

又は業務にて使用する

器材又は備品。理髪師

専用のハサミ、内装業

者の業務用電動ドリル

等 

 職業上の安全のために、

保護を目的として使用す

る器材又は装備。実験室

専用手袋等 

 演芸、音楽又はスポーツ

に関する職業に従事し、

演芸、又は競技の際に必

要な装備又は道具。野球

の投手が自ら購入した競

技専用グローブ等 

 器具の使用

年数が 2 年

を超過し、

且つ支出金

額が新台湾

ドル 8 万元

を超過する

場合、3年間

で均等償却

を行う 

 

2. 当該年度の総合所得税確定申告に必要な提出に係る証明書類 



納税義務者が上記に掲げた経費を給与収入から差し引く場合、当年

度の総合所得税確定申告の際に、給与費用申告表に必要事項を記載

すると共に規定の証憑（購入者の氏名が記載された費用に係る証

憑、雇用者による証明等に関する説明又は書類を含む）を併せて提

出し、税務当局の審査及び認定に供しなければならない。 

各証明書類が英語以外の外国語で書かれている場合、中国語の翻訳

資料を添付しなければならない。 

 

本草案は、各界の意見収集のため、60 日の予告期間を期限とする。 
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日商組新聞稿 

財政部公告個人薪資收入減除必要成本費用 

適用範圍及認定辦法預告草案 

 

 

立法院於 108 年 7 月 1 日三讀通過所得稅法第 14 條修正草案，爾後

總統令於 108 年 7 月 24 日修正公布第 14 條規定，自 108 年 1 月 1 日

起，薪資所得計算，得以薪資收入減除薪資所得特別扣除額，或採規定費

用項目(職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出)支出金額核實自

薪資費用中減除，每項可列報金額以薪資收入 3%為上限。納稅義務人申

報自薪資收入中減除之費用合計金額低於薪資所得特別扣除額者，應以薪

資收入減除薪資所得特別扣除額後之餘額為薪資所得額。 

財政部於 8 月 14 日公告個人薪資收入減除必要成本費用適用範圍及

認定辦法草案，明定三項支出能否認列之標準。謹彙整草案主要內容如下

表，若有疑問或相關意見，歡迎您與我們聯繫。 
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1.  薪資收入可減除費用規定 

  

項目 適用範圍 
可減除費用或     

攤銷規定 

1 職業專用服

裝費 

A. 依法令規定執行職務必需穿

著之制服或定式服裝。如法

官在法庭執行職務之制服。 

B. 雇主為事業經營之目的，要

求所得人於提供勞務之場所

或提供勞務時穿著之服裝。

如金融業、航空業、客運業

及餐飲業等雇主要求員工穿

著之服裝。 

C. 為職業安全之目的，所需穿

著具防護性質之服裝。如防

護衣、具反光標示之服裝或

特殊材質潛水衣。 

D. 從事表演、音樂或體育相關

職業所需穿著之表演或比賽

專用服裝。如模特兒舞台表

演專用服裝。 

服裝之購置、租

用、清潔及維護

費用。 

2 進修訓練費 參加符合規定之國內外機構開設

職務上、工作上或依法令要求所

需特定技能或專業知識相關課程

之訓練費用。 

訓練費用(含報名

費、差旅費)、與

場地直接相關之

教材費、實習材

料費、場地費及

訓練器材設備費

等。 

3 職業上工具

支出 

A. 書籍、期刊與職業有關領域之

中、外文書籍、期刊或資料

庫。 

B. 工具 

a、 職業上所必備且專供職

務上或工作上使用之器

材或設備。如理髮師專

用剪刀、裝潢工人工作

用電鑽 

b、 為職業安全之目的，所

需防護性質之器材或裝

備。如實驗室專用手

套。 

工具使用年限超

過二年且支出金

額超過新台幣八

萬元，分三年逐

年攤銷。 



c、 從事表演、音樂或體育

相關職業所需表演或比

賽專用之裝備或道具。

如棒球投手自行購置比

賽專用手套。 

 

2. 辦理年度綜合所得稅結算申報需檢具證明文件 

納稅義務人採列舉費用自薪資收入中減除者，應於辦理當年度綜合所得稅

結算申報時，填具薪資費用申報表併同檢附規定之憑證(包括載明買受人

姓名之費用憑證、雇主證明等相關說明或文件)，供稽徵機關查核認定。 

若各項證明文件為英文以外之外文者，應附中文譯本。 

本草案將進行為期 60 天的預告期，以蒐集各界意見。 

  

   

 

日商組官方網站 
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